
根岸毅教授略歴・主要業績

根
岸
毅
教
授
略
歴

　
学
　
歴

一
九
六
三
年
　
三
月

一
九
六
五
年
　
三
月

一
九
六
九
年
　
三
月

一
九
八
九
年
　
二
月

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
　
卒
業

同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学
専
攻
修
士
課
程

同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学
専
攻
博
士
課
程

法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）

修修
了了

　
職
　
歴

一
九
六
五
年

一
九
六
九
年

一
九
七
二
年

一
九
七
七
年

一
九
七
八
年

四四四四四
月月月月月

一
九
八
七
年
一
〇
月
～
一
九
九
三
年

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
　
助
手

同
大
学
法
学
部
　
専
任
講
師

同
大
学
法
学
部
　
助
教
授

同
大
学
法
学
部
　
教
授
　
　
現
在
に
至
る

同
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
　
委
員
　
　
現
在
に
至
る

　
　
　
　
　
九
月
　
　
同
大
学
新
聞
研
究
所
　
所
長
を
兼
ね
る
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根
岸
毅
教
授
主
要
業
績

　
【
単
　
著
】

『
政
治
学
と
国
家
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
鷹
通
信
　
一
九
九
〇
年

　
　
▽
一
九
六
〇
年
代
に
巻
き
起
こ
っ
た
政
治
学
批
判
が
求
め
た
も
の
に
方
法
論
的
に
妥
当
な
形
で
応
え
る
べ
く
、
科
学
（
学
問
）
と

　
　
問
題
解
決
の
論
理
的
関
係
を
解
明
し
、
政
治
学
を
、
国
家
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
問
題
の
解
決
の
た
め
の
学
と
し
て
再
構
成
し
よ

　
　
う
と
し
た
最
初
の
試
み
。

嫡
び
鳴
藁
鳴
導
o
概
o
』
o
黛
o
匙
』
o
富
き
概
亀
嵩
o
き
恥
o
、
昧
》
鳥
G
o
誉
匙
噌
o
、
、
o
電
識
8
　
　
　
　
　
　
　
　
国
Φ
一
〇
d
巳
＜
①
お
一
蔓
℃
お
ω
ω
喝
ピ
8

　
　
▽
『
国
家
の
解
剖
学
』
第
二
章
「
政
治
学
と
は
何
か
」
の
英
語
版
。
一
旨
8
身
9
9
は
英
語
版
で
あ
ら
た
に
付
け
加
え
た
。

『
原
理
主
義
と
民
主
主
義
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
　
二
〇
〇
三
年

　
　
▽
『
法
学
研
究
』
七
五
巻
三
号
お
よ
び
九
号
の
同
名
論
文
の
統
合
版
と
、
「
民
主
主
義
の
価
値
の
論
証
」
を
収
録
し
て
い
る
。

　
【
共
著
へ
の
執
筆
】

「
政
治
学
に
お
け
る
行
政
部
研
究
の
位
置
づ
け
」
　
日
本
行
政
学
会
編
『
政
策
決
定
と
公
共
性
』
　
　
　
　
勤
草
書
房
　
一
九
七
三
年

　
　
▽
日
本
行
政
学
会
で
の
報
告
。
行
政
の
研
究
は
政
治
学
の
一
部
門
と
し
て
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
。

「
公
共
性
と
市
民
参
加
』
　
加
藤
寛
、
古
田
精
司
編
『
公
共
経
済
学
講
義
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
林
書
院
新
社
　
一
九
七
四
年

　
　
▽
政
治
的
意
思
決
定
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
単
位
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
有
権
者
の
選
好
の
表
示
な
し
に
採
択
さ
れ
て
し
ま
う
政
策

　
　
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
政
治
へ
の
参
加
に
も
た
ら
す
問
題
点
を
論
じ
た
。
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根岸毅教授略歴・主要業績

「
行
政
学
と
比
較
の
方
法
」
　
辻
清
明
他
編
『
行
政
学
講
座
　
一
　
行
政
の
理
論
』
　
　
　
　
　
　
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
六
年

　
　
▽
行
政
研
究
の
、
科
学
化
を
求
め
る
側
面
と
社
会
的
関
連
性
を
問
い
な
お
す
努
力
の
調
和
を
、
焦
点
を
比
較
の
方
法
に
し
ぼ
っ
て

　
　
検
討
し
た
論
考
。

「
政
治
の
機
構
と
制
度
」
　
内
田
満
、
内
山
秀
夫
編
『
政
治
学
を
学
ぶ
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
斐
閣
　
一
九
七
六
年

　
　
▽
政
治
の
仕
組
み
を
一
つ
の
装
置
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
「
議
会
制
の
危
機
」
と
い
わ
れ
る
状
況
を
、
そ
の
装
置
の
作
動
環
境
の
「
行

　
　
政
権
の
拡
大
」
と
呼
ば
れ
る
変
化
が
も
た
ら
し
た
機
能
不
全
と
し
て
説
明
す
る
。

「
政
治
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
機
会
ー
も
う
ひ
と
つ
の
民
主
主
義
論
」
　
石
川
忠
雄
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
『
現
代
中
国

と
世
界
i
そ
の
政
治
的
展
開
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
慮
通
信
　
一
九
八
二
年

　
　
▽
国
家
（
政
府
）
を
一
つ
の
装
置
と
捉
え
、
民
主
主
義
を
、
そ
の
使
い
手
を
国
民
の
可
能
な
限
り
大
き
な
部
分
と
し
、
か
つ
そ
の

　
　
装
置
を
使
う
上
で
の
試
行
錯
誤
の
機
会
を
最
大
限
に
保
障
す
る
こ
と
、
と
規
定
す
る
。
く
わ
え
て
、
そ
の
観
点
か
ら
、
日
本
の
現

　
　
行
政
治
制
度
の
改
善
方
法
を
論
ず
る
。

「
政
治
学
と
は
何
か
」
　
根
岸
毅
他
『
国
家
の
解
剖
学
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
評
論
社
　
一
九
九
四
年

　
　
▽
政
治
学
を
一
個
の
問
題
解
決
の
た
め
の
学
と
し
て
構
成
す
る
た
め
に
必
要
な
方
法
論
的
基
礎
全
般
を
論
じ
た
。
著
者
の
政
治
学

　
　
の
全
体
像
を
体
系
的
に
示
し
た
論
考
。

「
放
送
制
度
と
社
会
デ
ザ
イ
ン
』
　
根
岸
毅
、
堀
部
政
男
編
『
放
送
・
通
信
新
時
代
の
制
度
デ
ザ
イ
ン
』
日
本
評
論
社
　
一
九
九
四
年

　
　
▽
放
送
制
度
の
考
察
が
良
識
と
科
学
的
分
析
の
二
つ
に
も
と
づ
く
べ
し
と
の
要
請
を
、
社
会
を
「
デ
ザ
イ
ン
」
す
る
と
い
う
考
え

　
　
方
で
応
え
る
と
し
た
、
こ
の
共
著
の
基
調
と
な
る
章
。

「
学
問
分
野
間
で
の
政
治
学
の
分
担
－
政
治
学
の
責
任
」
　
田
中
宏
、
大
石
裕
編
『
政
治
・
社
会
理
論
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
　
一
九
九
八
年

　
　
▽
学
問
に
対
す
る
社
会
の
期
待
の
解
明
に
も
と
づ
き
、
政
治
学
を
一
個
の
間
題
解
決
の
学
と
捉
え
、
そ
れ
が
分
担
し
て
解
決
に
当

　
　
た
る
よ
う
期
待
さ
れ
て
い
る
問
題
の
範
囲
を
「
国
家
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
間
題
」
に
特
定
し
、
そ
の
含
意
を
検
討
す
る
。
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【
論
　
文
】

「
民
主
的
官
僚
の
概
念
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
〇
巻
四
号
　
一
九
六
七
年

　
　
▽
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
「
行
政
の
責
任
」
と
は
行
政
官
が
政
治
家
（
有
権
者
の
代
表
）
の
統
制
に
服
す
る
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
、

　
　
そ
の
実
が
容
易
に
は
達
成
さ
れ
な
い
原
因
と
し
て
、
両
者
の
専
門
能
力
の
差
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
働
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に

　
　
す
る
。

「
『
政
治
概
念
論
争
』
に
お
け
る
潮
田
学
説
1
そ
の
特
異
な
意
義
と
限
界
」
　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
三
巻
一
〇
号
　
一
九
七
〇
年

　
　
▽
こ
の
論
争
と
潮
田
学
説
は
学
会
で
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
評
者
の
読
込
み
の
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
を
明
ら
か
に
し
、
争
わ
れ
た
論
点
の
核
心
を
解
明
す
る
。
そ
の
上
で
、
現
実
の
政
治
活
動
の
改
善
の
た
め
の
手
引
と
な
る
学
間
的

　
　
知
識
は
潮
田
流
の
政
治
学
か
ら
の
み
得
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

「
政
治
学
の
『
実
践
性
』
に
つ
い
て
ー
社
会
工
学
と
し
て
の
政
治
学
の
構
想
」
　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
四
巻
五
号
　
一
九
七
一
年

　
　
▽
政
治
学
の
科
学
化
は
、
政
治
学
か
ら
「
実
践
を
指
示
す
る
能
力
」
を
奪
っ
た
。
本
稿
は
、
科
学
的
知
識
が
そ
の
能
力
を
獲
得
す

　
　
る
仕
組
み
と
、
そ
れ
が
特
定
の
価
値
判
断
を
前
提
と
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
政
治
学
が
そ
の
能
力
を
獲
得

　
　
す
る
条
件
－
政
治
活
動
が
結
果
と
し
て
実
現
す
る
社
会
的
状
態
の
ク
ラ
ス
を
特
定
す
る
こ
と
ー
を
示
す
。

「
政
治
的
な
実
践
目
標
ー
社
会
工
学
と
し
て
の
政
治
学
の
構
想
」
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
五
巻
三
号
　
一
九
七
二
年

　
　
▽
前
年
の
論
文
で
指
摘
し
た
、
政
治
学
が
政
治
の
実
践
を
指
示
す
る
能
力
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
な
「
政
府
活
動
が
も
た
ら
す

　
　
社
会
的
状
態
の
ク
ラ
ス
」
を
、
対
抗
す
る
政
治
諸
勢
力
の
主
張
の
分
析
か
ら
特
定
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
政
治
的
決
定
の
仕
組
み
、

　
　
生
産
と
消
費
に
分
け
て
の
経
済
政
策
の
目
的
と
用
具
、
国
際
関
係
調
整
の
仕
方
か
ら
な
る
。

．
、
ω
唱
ぴ
㎝
鼠
客
貯
o
閑
①
一
雪
帥
冨
8
帥
5
島
ピ
一
の
o
甘
一
ヨ
帥
昌
q
包
ξ
亀
｝
o
一
一
二
〇
巴
ω
9
0
β
8
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
映
職
◎
～
o
ミ
＼
ミ
ミ
ミ
、
ミ
§
ら
。
。
鴇
Z
o
●
ヒ
一
〇
謹

　
　
▽
「
政
治
学
の
社
会
的
関
連
性
と
学
問
的
一
体
性
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
。
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「
政
治
学
の
社
会
的
関
連
性
と
学
間
的
一
体
性
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
四
七
巻
二
号
　
一
九
七
四
年

　
　
▽
学
は
、
実
践
を
指
示
す
る
能
力
を
求
め
て
意
図
的
に
構
成
さ
れ
る
か
否
か
か
ら
、
二
つ
の
型
に
分
か
れ
る
。
政
治
学
に
現
実
政

　
　
治
と
の
か
か
わ
り
が
失
わ
れ
て
き
た
の
は
、
政
治
学
者
が
科
学
の
名
の
も
と
に
、
そ
の
意
図
を
も
た
な
い
型
を
進
ん
で
採
用
し
た

　
　
か
ら
で
あ
る
。
社
会
に
と
っ
て
適
切
な
政
治
学
は
、
そ
の
意
図
の
も
と
に
政
治
学
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
回
復
さ
れ
る
。

「
投
票
行
動
の
分
析
と
政
治
の
改
革
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
〇
巻
一
二
号
　
一
九
七
七
年

　
　
▽
本
稿
の
関
心
は
、
た
ん
な
る
投
票
の
実
態
の
解
明
で
は
な
く
、
そ
の
行
な
わ
れ
方
の
良
し
悪
し
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
主
主
義

　
　
の
観
点
か
ら
、
七
二
年
論
文
の
知
見
と
関
連
づ
け
て
「
正
し
い
」
投
票
の
仕
方
を
設
定
し
、
投
票
の
実
態
が
そ
れ
か
ら
ど
の
程
度

　
　
か
け
離
れ
て
い
る
か
を
、
調
査
に
も
と
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

「
政
治
的
選
択
の
制
度
と
平
和
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
平
和
研
究
』
三
号
　
一
九
七
八
年

　
　
▽
一
九
七
七
年
春
の
日
本
平
和
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
。
選
挙
制
度
上
、
な
ん
ど
選
挙
を
行
な
っ
て
も
平
和
の
問
題
に
人

　
　
び
と
の
選
好
が
表
明
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

．
．
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冒
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日
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円
目
二
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1
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国
罵
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勺
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一
三
8
”
O
①
目
o
o
審
昌
閃
①
8
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冒
ω
一
目
冒
一
①
O
こ
ぎ
曽
昌
一
”
冒
騎
唱
”
鴫
o
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
映
職
も
～
◎
ミ
ミ
ミ
N
ミ
、
ミ
ミ
参
）
Z
o
。
9
一
〇
Q
o
腿

　
　
▽
「
政
治
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
機
会
1
も
う
ひ
と
つ
の
民
主
主
義
論
」
の
英
語
版
。

「
議
員
定
数
配
分
の
是
正
と
民
主
主
義
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
八
巻
四
、
五
号
　
一
九
八
五
年

　
　
▽
政
治
問
題
化
し
た
一
票
の
格
差
解
消
に
つ
い
て
の
、
理
論
的
お
よ
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
計
算
に
も
と
づ
く
考
察
。
政
治
学

　
　
の
立
場
か
ら
、
望
ま
し
い
配
分
の
仕
方
、
格
差
是
正
の
理
論
的
可
能
性
を
検
討
し
、
そ
れ
を
阻
む
理
由
に
言
及
す
る
。

「
工
学
に
欠
け
る
も
の
、
政
治
学
に
欠
け
る
も
の
ー
『
間
題
解
決
の
た
め
の
学
間
』
の
条
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
八
巻
八
号
　
一
九
八
五
年

　
　
▽
一
九
八
五
年
四
月
一
日
の
日
本
機
械
学
会
通
常
総
会
で
の
特
別
講
演
。
政
治
哲
学
と
機
械
工
学
は
一
見
ま
っ
た
く
違
う
タ
イ
プ

　
　
の
学
問
に
見
え
る
が
、
い
ず
れ
も
問
題
解
決
を
目
指
す
学
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
お
り
、
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
が
問
題
解
決
の
学
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と
し
て
不
充
分
で
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
と
指
摘
す
る
。

「
議
員
定
数
配
分
と
民
主
主
義
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
五
六
一
号
　
一
九
八
五
年

　
　
▽
「
議
員
定
数
配
分
の
是
正
と
民
主
主
義
」
の
趣
旨
を
、
法
律
家
向
け
に
書
き
直
し
た
論
考
。
法
律
論
に
潜
む
矛
盾
を
、
常
識
的

　
　
な
論
じ
方
の
観
点
か
ら
指
摘
し
た
。

「
法
解
釈
と
政
治
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
五
九
巻
八
号
　
一
九
八
六
年

　
　
▽
法
解
釈
の
方
法
論
が
も
つ
政
治
的
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
。
立
法
者
意
思
説
は
民
主
主
義
に
馴
染
む
が
、
自
由
法
論
は
「
法
曹

　
　
専
制
主
義
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
帰
結
を
招
く
と
指
摘
。
政
治
学
に
よ
る
法
曹
論
の
必
要
性
を
示
す
。

「
国
家
－
装
置
と
そ
の
仕
事
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
六
〇
巻
一
号
　
一
九
八
七
年

　
　
▽
政
治
学
が
そ
の
解
決
に
あ
た
る
べ
き
問
題
の
範
囲
は
、
社
会
通
念
上
「
国
家
」
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
そ
れ
だ
と
の
認
識
を
根
拠

　
　
に
国
家
と
は
何
か
と
問
い
、
そ
れ
を
一
個
の
社
会
的
装
置
と
し
て
確
定
す
る
。
こ
れ
は
、
政
治
学
の
研
究
対
象
を
画
定
す
る
た
め

　
　
の
第
一
歩
で
あ
る
。

「
民
主
主
義
の
価
値
の
論
証
1
『
進
歩
』
と
『
や
り
直
し
の
機
会
』
」
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
六
五
巻
一
号
　
一
九
九
二
年

　
　
▽
「
政
治
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
機
会
」
で
提
示
し
た
民
主
主
義
が
、
な
ぜ
に
望
ま
し
い
か
の
根
拠
を
よ
り
詳
細
に
論
証
し
た
。

　
　
人
は
自
分
で
「
進
歩
」
と
呼
べ
る
も
の
を
決
し
て
否
定
し
な
い
。
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
必
要
条
件
は
「
や
り
直
し
の
機
会
」
で
あ

　
　
る
。
こ
の
こ
と
を
基
礎
に
し
た
立
論
。

「
国
家
の
概
念
と
ウ
エ
ー
バ
ー
の
問
違
い
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
六
九
巻
四
号
　
一
九
九
六
年

　
　
▽
国
家
を
そ
の
目
的
か
ら
規
定
す
る
方
法
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
の
は
、
ウ
エ
ー
バ
ー
の
手
段
か
ら
の
規
定
方
法
で
あ
る
。
彼
は

　
　
「
国
家
は
な
ん
で
も
や
る
」
「
国
家
し
か
手
掛
け
な
い
活
動
は
な
い
」
と
す
る
が
、
本
稿
は
こ
の
結
論
を
導
く
立
論
の
仕
方
に
間
違

　
　
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
国
家
の
目
的
を
論
ず
る
こ
と
に
対
す
る
壁
を
取
り
除
く
。

「
規
範
的
な
議
論
の
構
成
と
必
要
性
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
七
〇
巻
二
号
　
一
九
九
七
年

　
　
▽
本
稿
は
、
塾
新
聞
研
究
所
が
設
置
し
た
放
送
法
研
究
会
の
共
同
研
究
「
放
送
・
通
信
法
制
の
メ
タ
理
論
」
の
方
法
論
的
方
向
づ
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け
の
た
め
に
書
か
れ
た
。
規
範
的
す
な
わ
ち
価
値
を
論
ず
る
議
論
を
問
題
解
決
の
た
め
の
議
論
の
一
部
と
捉
え
、
法
制
度
の
検
討

　
　
を
、
問
題
解
決
の
目
的
を
明
示
し
、
そ
の
実
現
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
か
を
意
識
し
て
行
な
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

．
．
目
箒
O
o
琴
①
宮
o
h
9
㊦
望
暮
㊦
”
冒
含
ミ
害
震
、
の
国
＝
o
箒
o
諾
閑
①
器
g
ヨ
鴫
、
．
　
映
巴
も
～
ミ
賎
ミ
ミ
ミ
、
ミ
ミ
参
Z
O
。
P
一
〇
零

　
　
▽
「
国
家
の
概
念
と
ウ
エ
ー
バ
ー
の
間
違
い
」
の
英
語
版
。

「
政
治
学
の
研
究
対
象
を
『
国
家
に
限
る
』
根
拠
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
七
二
巻
七
号
　
一
九
九
九
年

　
　
▽
政
治
を
「
国
家
の
み
に
関
わ
ら
せ
る
」
か
否
か
は
、
政
治
学
に
問
題
解
決
の
意
図
を
組
み
込
む
か
否
か
を
意
味
す
る
。
こ
の
選

　
　
択
は
、
社
会
が
政
治
学
に
問
題
解
決
の
期
待
を
も
っ
て
い
る
か
否
か
に
し
た
が
っ
て
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
期
待
の
有
無
の

　
　
検
証
に
も
と
づ
き
、
「
国
家
に
限
る
」
を
選
択
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
す
。

．
．
＞
■
㊦
巨
o
凄
＃
暮
一
〇
5
0
賄
些
o
＜
巴
琶
o
h
O
①
目
0
6
声
昌
”
．
｝
3
讐
①
器
、
帥
5
島
．
O
薯
o
円
言
旨
怠
窃
h
o
円
閑
巴
o
ヨ
騎
、
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
映
竃
o
～
§
ミ
ミ
o
、
、
ミ
ミ
翁
）
Z
o
」
一
』
O
O
O

　
　
▽
「
民
主
主
義
の
価
値
の
論
証
1
『
進
歩
』
と
『
や
り
直
し
の
機
会
』
」
の
英
語
版
。

「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
七
五
巻
三
号
　
二
〇
〇
二
年

　
　
▽
九
・
一
一
テ
ロ
事
件
が
政
治
学
に
提
起
し
た
問
題
を
特
定
し
、
そ
れ
に
理
論
的
に
答
え
る
。
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
否
定
す
る
根
拠
、

　
　
対
テ
ロ
の
軍
事
力
行
使
を
正
当
化
す
る
理
論
的
基
礎
を
提
示
す
る
。

「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
（
続
）
ー
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
の
捉
え
方
」
　
『
法
学
研
究
』
七
五
巻
九
号
　
二
〇
〇
二
年

　
　
▽
『
法
学
研
究
』
七
五
巻
三
号
の
同
じ
標
題
の
論
文
で
提
示
し
た
理
論
的
枠
組
に
、
何
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」

　
　
と
呼
ぶ
べ
き
か
を
補
い
、
そ
の
枠
組
で
、
深
刻
さ
を
増
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
の
理
論
的
整
理
を
試
み
る
。

．
．
閏
g
5
鼠
目
雪
富
一
一
の
≡
曽
冨
ユ
目
①
目
o
o
雷
昌
”
目
①
轟
o
ユ
ω
目
曽
冨
ユ
夢
①
＜
曽
一
奉
亀
宰
①
a
o
目
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
映
鳴
ご
～
ミ
ミ
ミ
ミ
、
ミ
き
ら
。
。
）
2
0
」
ド
N
O
8

　
　
▽
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
」
（
『
法
学
研
究
』
七
五
巻
三
号
）
お
よ
び
「
原
理
主
義
と
民
主
主
義
（
続
）
」
（
『
法
学
研
究
』
七
五
巻

　
　
九
号
）
の
統
合
版
の
英
語
版
。
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「
民
主
主
義
の
論
理
と
価
値
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
法
学
研
究
』
七
七
巻
一
二
号
　
二
〇
〇
四
年

　
　
▽
「
民
主
主
義
」
を
一
般
の
人
び
と
が
そ
の
実
現
に
役
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
各
種
の
仕
組
み
か
ら
帰
納
的
推
論
に
よ
っ
て
特
定

　
　
し
、
そ
の
論
理
が
、
筆
者
が
措
定
す
る
目
的
を
二
つ
の
与
件
の
下
で
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
を
演
繹
的

　
　
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
民
主
主
義
」
が
そ
の
目
的
の
実
現
に
と
っ
て
の
手
段
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
が
も
つ
価
値

　
　
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
こ
の
目
的
と
は
、
「
前
の
ラ
ウ
ン
ド
で
の
自
分
の
選
択
の
結
果
よ
り
、
い
ま
の
ラ
ウ
ン
ド

　
　
で
の
自
分
の
選
択
の
結
果
の
方
が
望
ま
し
い
と
、
自
分
が
評
価
で
き
る
こ
と
」
で
あ
る
。

．
．
目
箒
■
o
讐
o
帥
5
含
く
巴
奉
o
略
O
①
目
o
自
”
昌
．
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勺
○
吋
浮
8
ヨ
言
鵬

　
　
V
「
民
主
主
義
の
論
理
と
価
値
」
の
英
語
版
。
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